
－１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 清原中央公園 

所 在 地 宇都宮市清原工業団地１４番地 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和６３年５月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・体育館（主競技場，副競技場，柔道場，剣道場，トレーニング室，幼

児運動場，会議室） 

・野球場 

・庭球場 

・芝生広場 

・子供広場 

・敷地内の草木管理 

開 館 時 間 

《体育館》 

 午前９時から午後９時まで 

《野球場，庭球場》 

【４月１０日～１１月３０日】 

 午前９時から午後９時３０分まで 

【１２月１日～４月９日】 

午前９時から午後５時まで 

休 館 日 

毎週月曜日（祝祭日の場合はその翌日，野球場及び庭球場にあっては５月１日～１

０月３１日は無休）， 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） ３０４，３２６千円（１４施設分） 

使用料（利用料金）収入 １７，２７３千円 

利用者数（のべ人数）  １００，８０３人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造地下１階地上３階建（体育館） 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
９９，９１６㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
２６，９８９㎡ 



－２－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

清
原
体
育
館 

主競技場  ２，０５０㎡ 

副競技場  ８７４㎡ 

柔道場  １９８㎡ 

剣道場  １３０㎡ 

トレーニング室  ２８０㎡ 

宇都宮清原球場（１面）  １０，７３６㎡ 

庭球場（８面）  ６，４００㎡ 

芝生広場  １３，０００㎡ 

子供広場  １，６００㎡ 

   

そ の 他 

特 記 事 項 

・ 宇都宮市体育施設条例第１５条，宇都宮市公園条例第４１条に基づく利用料

金減免の内容は下表のとおり（１４施設分） 

年度 利用者区分 件 数 減免額 

令和元年度 障がい者，介助者 ２,９７６件 １,８０７千円 

令和２年度 障がい者，介助者 ２,０２２件 １,０４３千円 

令和３年度 障がい者，介助者 １,７５６件 ８９１千円 

合 計（過去３年度） ６,７５４件 ３,７４１千円 
 

 

 



－３－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 御幸公園野球場 

所 在 地 宇都宮市平出工業団地１３番地１ 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和４６年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・野球場 

・敷地内の草木管理 

開 館 時 間 午前９時から午後５時まで 

休 館 日 なし 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） 清原中央公園参照 

使用料（利用料金）収入 ２３８千円 

利用者数（のべ人数）  ２，０９４人 

施 設 構 造  

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
９，７４５㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
 

 



－４－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（１面）  ９，７４５㎡ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

・ 使用する月の前月の１４日までは地元優先の受付。１５日以降は一般貸出と

し，市体育館で受付開始 

 

 

 

 



－５－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 鬼怒川緑地運動公園石井緑地 

所 在 地 宇都宮市石井町字大島２３２６番地 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和４６年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

 ・野球場 

・多目的運動広場 

・敷地内の草木管理 

開 館 時 間 午前９時から午後５時まで 

休 館 日 毎週水曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日） 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） 清原中央公園参照 

使用料（利用料金）収入 １，９５６千円 

利用者数（のべ人数）  ５７，６０６人 

施 設 構 造  

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
１３５，９８５㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
 

 



－６－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（４面）  ４３，３５４㎡ 

多目的運動広場（サッカー６

面） 
 ４５，６７２㎡ 

   

   

   

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 

 

 



－７－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 柳田緑地 

所 在 地 宇都宮市柳田町字屋敷東右岸 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和４９年 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・野球場 

・ソフトボール場 

・サッカー場 

・子供広場 

・敷地内の草木管理 

開 館 時 間 午前９時から午後５時まで 

休 館 日 毎週木曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日） 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） 清原中央公園参照 

使用料（利用料金）収入 １，１６８千円 

利用者数（のべ人数）  ２７，０５１人 

施 設 構 造  

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
２４９，０００㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
 

 



－８－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（５面）  ５５，２７７㎡ 

ソフトボール場（４面）  ３０，０００㎡ 

サッカー場（１面）  １１，７３０㎡ 

子供広場  ５，８９８㎡ 

   

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 

 

 



－９－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 みずほの中央公園 

所 在 地 宇都宮市瑞穂３丁目３番 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和５７年１０月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・野球場 

・アーチェリー場 

・ゲートボール場 

・敷地内の草木管理 

開 館 時 間 

《野球場》 

午前９時から午後５時まで 

《アーチェリー場》 

午前９時から午後９時まで 

休 館 日 なし 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） 清原中央公園参照 

使用料（利用料金）収入 ７５２千円 

利用者数（のべ人数） ５，２４９人 

施 設 構 造  

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
２４，７１２㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
 

 

 



－１０－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（２面）  １１，４００㎡ 

アーチェリー場   

ゲートボール（４面）   

   

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

・ 使用する月の前月の１４日までは地元優先の受付。１５日以降は一般貸出と

し，市体育館で受付開始 

 

 

 

 



－１１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 道場宿緑地 

所 在 地 宇都宮市道場宿町字上河原地先 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和６２年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・野球場 

・ソフトボール場 

・ゲートボール場 

・児童広場 

・敷地内の草木管理 

開 館 時 間 午前９時から午後５時まで 

休 館 日 毎週木曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日） 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） 清原中央公園参照 

使用料（利用料金）収入 ８１４千円 

利用者数（のべ人数）  １６，４４３人 

施 設 構 造  

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
８９，２４４㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
 

 

 



－１２－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（２面）  ２２，５１８㎡ 

ソフトボール場（４面）  ２４，２２９㎡ 

ゲートボール場（３面）  ２，５７４㎡ 

児童広場  １２，７７１㎡ 

   

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 

 



－１３－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 清原南公園野球場 

所 在 地 宇都宮市清原工業団地２番地 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和６３年４月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・野球場 

・敷地内の草木管理 

開 館 時 間 午前９時から午後５時まで 

休 館 日 毎週月曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日） 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） 清原中央公園参照 

使用料（利用料金）収入 ４０３千円 

利用者数（のべ人数）  ４，１８０人 

施 設 構 造  

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
９，５８９㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
 

 

 



－１４－ 

 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場（１面）  ９，５８９㎡ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 

 



－１５－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 陽南第一公園 

所 在 地 宇都宮市大塚町１番地 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和５７年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・野球場 

・相撲場 

・ゲートボール場 

・児童広場 

・敷地内の草木管理 

開 館 時 間  

休 館 日 なし 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） 清原中央公園参照 

使用料（利用料金）収入 ― 

利用者数（のべ人数）  １２，８２８人 

施 設 構 造  

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
２５，１０７㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
 

 

 



－１６－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

野球場    ２面 

相撲場  １面 

ゲートボール場  ２面 

   

   

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

・ 使用する月の前月の１４日までは地元優先の受付。１５日以降は一般貸出と

し，市体育館で受付開始 

  

 

 



－１７－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 陽南第二公園 

所 在 地 宇都宮市大和２丁目９番 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日  昭和５７年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・ゲートボール場 

・児童広場 

・敷地内の草木管理 

開 館 時 間  

休 館 日 なし 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） 清原中央公園参照 

使用料（利用料金）収入 ― 

利用者数（のべ人数）  ― 

施 設 構 造  

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
１０，７１８㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
 

 

 



－１８－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

ゲートボール場  ４面 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

・ 地元で利用調整 

  

 

 



－１９－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 錦中央公園 

所 在 地 宇都宮市今泉町１５７番地 

根拠条例等 
宇都宮市公園条例（昭和２９年条例第２７号） 

宇都宮市公園条例施行規則（昭和３８年規則第１５号） 

設置年月日 昭和５７年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・ソフトボール場 

・庭球場 

・ゲートボール場 

・児童広場 

・敷地内の草木管理 

開 館 時 間  

休 館 日 なし 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） 清原中央公園参照 

使用料（利用料金）収入 ― 

利用者数（のべ人数）  ２２，５１３人 

施 設 構 造  

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
１４，７６０㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
 

 

 



－２０－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

ソフトボール場  １面 

庭球場  ２面 

ゲートボール場  １面 

   

   

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

・ 使用する月の前月の１４日までは地元優先の受付。１５日以降は一般貸出と

し，市体育館で受付開始 

  

 

 



－２１－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 宇都宮市体育館 

所 在 地 宇都宮市元今泉５丁目６番１８号 

根拠条例等 
宇都宮市体育施設条例（昭和６２年条例第２０号） 

宇都宮市体育施設条例施行規則（昭和６２年規則第６号） 

設置年月日 昭和５５年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・体育館（主競技場，副競技場，武道場，トレーニング室，幼児体育室，

会議室） 

・敷地内の草木管理 

開 館 時 間 午前９時から午後９時まで 

休 館 日 毎週火曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日） 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） 清原中央公園参照 

使用料（利用料金）収入 ２８，８９２千円 

利用者数（のべ人数） １８２，２７１人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造３階建 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
２０，０１８㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
１２，０２２㎡ 

 

 



－２２－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

主競技場  １，９００㎡ 

副競技場  ９５２㎡ 

武道場  ６００㎡ 

トレーニング室  ４５０㎡ 

幼児体育室  １６７㎡ 

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 
 

 

 



－２３－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 宇都宮市雀宮体育館 

所 在 地 宇都宮市南町６番３号 

根拠条例等 
宇都宮市体育施設条例（昭和６２年条例第２０号） 

宇都宮市体育施設条例施行規則（昭和６２年規則第６号） 

設置年月日 昭和６０年３月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民心身の健全な発達と明るく豊かな市民生

活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・体育館（主競技場，多目的室，トレーニング室，会議室） 

・屋外運動広場 

・庭球場 

・敷地内の草木管理 

開 館 時 間 
《体育館》   午前９時から午後９時まで 

《屋外運動施設》午前９時から午後５時まで 

休 館 日 毎週火曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日） 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） 清原中央公園参照 

使用料（利用料金）収入 ５，８５４千円 

利用者数（のべ人数）  ５６，４５４人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造２階建 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
１４，６０１㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
３，１２４㎡ 

 



－２４－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

体
育
館 

競技場  １，５３５㎡ 

多目的室  １８６㎡ 

トレーニング室  １２４㎡ 

   

   

運動広場  
ソフトボール場１面 

ゲートボール場１面 

庭球場  クレーコート２面 

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

  

 

 



－２５－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 宇都宮市明保野体育館 

所 在 地 宇都宮市明保野町７番９号 

根拠条例等 
宇都宮市体育施設条例（昭和６２年条例第２０号） 

宇都宮市体育施設条例施行規則（昭和６２年規則第６号） 

設置年月日 昭和６２年２月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活

の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・体育館（主競技場，トレーニング室，プレイルーム） 

・敷地内の草木管理 

開 館 時 間 午前９時から午後９時まで 

休 館 日 毎週月曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日） 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） 清原中央公園参照 

使用料（利用料金）収入 ６，５４９千円 

利用者数（のべ人数）  ４２，１４８人 

施 設 構 造 鉄筋コンクリート造２階建 

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
２，９９４㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
１，７２２㎡ 

 

 



－２６－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

体
育
館 

競技場  ９２４㎡ 

トレーニング室  １２０㎡ 

プレイルーム  １２０㎡ 

   

   

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 

 



－２７－ 

施設の概要 

（金額,人数等の数値は令和３年度実績） 

施 設 名 宇都宮市サッカー場 

所 在 地 宇都宮市中久保２丁目１番２５号 

根拠条例等 
宇都宮市体育施設条例（昭和６２年条例第２０号） 

宇都宮市体育施設条例施行規則（昭和６２年規則第６号） 

設置年月日 昭和５４年８月 

設置目的・ 

業 務 内 容 

設
置
目
的 

 スポーツの普及振興を図り，市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民

生活の形成に寄与するため 

業
務
内
容 

○ 各種施設の使用許可及び維持管理 

・サッカー場（メイングラウンド，サブグラウンド） 

・敷地内の草木管理 

開 館 時 間 午前９時から午後５時まで 

休 館 日 毎週水曜日（祝祭日の場合はその翌日），年末年始（１２月２９日～１月３日） 

現在の指定管理者 公益財団法人宇都宮市スポーツ振興財団 

収支概要（千円） 
指定管理料等（市支出総額） 清原中央公園参照 

使用料（利用料金）収入 １，６８９千円 

利用者数（のべ人数）  １９，６７５人 

施 設 構 造  

敷 地 面 積

（ ㎡ ） 
２１，８８８㎡ 

延 床 面 積

（ ㎡ ） 
 

 

 



－２８－ 

主な施設内容 

施設名 定員（人） 面積（㎡） 

メイングランド  ９，５２０㎡ 

サブグランド  ２，１７４㎡ 

   

   

   

   

   

   

   

   

そ の 他 

特 記 事 項 

 

 

 


